
1 

平成２４年６月河内長野市定例教育委員会会議の概要 

 
○日時：平成２４年６月２８日（木）午後２時３０分～午後３時３０分 
 
○場所：河内長野市民交流センター ３階中会議室 
 
○出席者 
教育委員 
出口委員長、柴委員、澤田委員、阪谷委員 
和田教育長 
事務局 
中尾教育推進部長、大江生涯学習部長、宮嶋教育推進部理事、尾谷生涯学習部理事、

中村生涯学習課長、井上ふるさと文化課長、原田図書館長、松本学校教育課長、 
岡田学校教育課参事、西端学校教育課参事、西端青少年育成課長、木谷教育総務課長、

宮阪教育総務課主幹 
 
○審議内容 
 
議案第２４号「小山田町における通学区域の見直しについて（諮問）」 

 
（説明要旨） 

社会の変化に対応しつつ、教育の機会均等から、児童生徒にとって適切な学校規模、

通学区域、学校力の向上、安全・安心の確保の観点による指定校の設定や、区域外就

学を許可する区域の見直しは、喫緊の課題として対応しなければならないものと考え

られるため、地元から通学区域の変更要望がある小山田町の通学区域見直しについて、

河内長野市立小中学校通学区域審議会の意見を求めるもの。 
 
（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 
 

議案第２５号「河内長野市指定文化財候補について（諮問）」 
 
（説明要旨） 

市指定文化財の指定は教育委員会が行う（河内長野市文化財保護条例第６条）が、

指定する際には、指定文化財候補の学術的価値等を判断するために、文化財の専門家

から構成される市文化財保護審議会に対して諮問することになる。（市文化財保護条例 

第５８条、第５９条）。 
今回は１件の指定文化財候補について文化財保護審議会に諮問し、市指定文化財と

しての重要性について意見を求めるもの。 
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議案第２６号「教育委員会職員の処分について」 
 
（審議状況） 

人事に関する事件であり、議決により、非公開とした。 
 

報告第１１号「河内長野市障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金支

給要綱の一部改正について」 
 
（説明要旨） 

｢住民基本台帳法｣の一部改正及び｢外国人登録法｣の廃止により、外国人住民である

ことを証明する書類が変更されたため、それに合わせて関係条項を改正したもの。 
 
（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で了承。 
 


